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大田市地域活性化起業人（企業人材派遣制度）設置要綱を次の

ように定める。 

 

令和７年７月３１日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

大田市地域活性化起業人（企業人材派遣制度）設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「地域活性化起業人制度」推進要綱（令和３年

３月３０日付総行応第７８号）に基づく大田市地域活性化起業人

（以下「地域活性化起業人」という。）の設置に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１） 地域活性化起業人 三大都市圏（国土利用計画（全国計

画）（平成２０年７月４日閣議決定）に基づく埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、

兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。）に所在する

企業等に勤務する者（三大都市圏に本社機能を有する企業等にあ

っては、三大都市圏外に勤務する者を含む。）又は三大都市圏外

の指定都市、中核市及び県庁所在市（以下「指定都市等」とい

う。）に所在する企業等に勤務する者（三大都市圏外の指定都市

等に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外の指定都



市等以外の市町村に勤務する者を含む。）であって（当該企業等

に入社して３月を経過しない者及び当該企業等からの派遣の際現

に本市の区域に勤務する者を除く。）、６月以上３年以内の期

間、継続して本市に派遣され、地域活性化や定住促進、更には地

方圏へのひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、本市独自

の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事する者を

いう。 

（２） 派遣元企業 地域活性化起業人を本市に派遣する企業等を

いう。 

（３） 企業等 株式会社その他総務大臣が認める法人をいう。 

（職務） 

第３条 地域活性化起業人は、本市独自の魅力や価値の向上、地域経

済の活性化等、本市の持続的な地域活性化につながる業務を行うこ

とを職務とする。 

（身分等） 

第４条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するもの

とし、地方公務員法（昭和２２年法律第２６１号）第３条第３項第

３号に規定する非常勤の特別職として委嘱する。 

２ 地域活性化起業人の所属、職務内容及び勤務場所は、市と派遣元

企業との間で協議の上定めるものとする。 

（委嘱の期間等） 

第５条 前条第１項の規定による委嘱の期間は、６月以上１年以内の

期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市と派遣元企業との間で協議の上必要

と認めるときは、通算して３年を超えない範囲で同項の期間を延長

することができる。この場合における延長は、１年以内の期間ごと



に行うものとする。 

（協定の締結） 

第６条 地域活性化起業人の設置に当たっては、市と派遣元企業との

間で次に掲げる事項について協議し、協定書においてこれらを定め

るものとする。 

（１） 地域活性化起業人の派遣又は受入れに係る経費負担等  

（２） 地域活性化起業人の給与、勤務時間、休憩時間、休日その

他の勤務条件 

（３） 地域活性化起業人に対する公務上の災害（負傷、疾病、障

害又は死亡をいう。）又は通勤による災害に対する補償 

（４） その他必要な事項 

（守秘義務） 

第７条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も同様とする。 

（解嘱） 

第８条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これを解嘱することができる。 

（１） 自己の都合により辞任を申し出たとき。 

（２） 派遣元企業の都合により勤務を継続できなくなったとき。 

（３） 心身の故障のため、職務を遂行することが困難であると認

められるとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く

と認められるとき。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、地域活性化起業人の設置に関

し必要な事項は、市長が別に定める。 



附則 

この告示は、令和７年７月３１日から施行する。 


